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令和８年産農作物共済（麦）１キログラム当たり共済金額の範囲の再公告について 

 

 

令和７年９月 26 日付け７静農共公第５号において公告した令和８年産農作物共済

（麦）１キログラム当たり共済金額の範囲について、畑作物の直接支払交付金に係る

数量払単価の改定に伴い、１キログラム当たり共済金額の範囲が改正されましたので、

別紙の通り再公告します。 

 

 

記 

 

 

 

１キログラム当たり共済金額の範囲(麦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４２ １２１ １０１１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

地域 静岡県 地域 静岡県
区分 区分

１２４ １０６ ８９ ７１ ５３ ３５７１ ５３ ３５ １７７ １５９ １４２１７６ １５９ １４２ １２４ １０６ ８９

５７ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９５ ８２ ６９８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４２ １２１ １０１１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１２４ １０６ ８９ ７１ ５３ ３５７１ ５３ ３５ １７７ １５９ １４２１７６ １５９ １４２ １２４ １０６ ８９

５７ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９５ ８２ ６９８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６３ ４７ ３１ １５ １１ ８１１ ８ １１０ ９４ ７８９３ ７８ ６３ ４７ ３１ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９ １４９ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

９７ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０２ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９ １４９ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

９７ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０２ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８ １１７ １００ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８

　【改正後】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改正前】
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６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０

３１ １５ １１ ８

１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１１０ ９４ ７８ ６３ ４７９３ ７８ ６３ ４７ ３１ １５ １１ ８

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８ １１７ １００ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５７ ４３ ２９ １５ １１ ８２９ １５ １１ ９８ ８４ ７０１１５ ９８ ８４ ７０ ５７ ４３

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

８

４０

８

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ １００ ８０ ６０ ４０１００ ８０ ６０ １９９ １７９ １５９２０１ １９９ １７９ １５９ １３９ １１９

１２３ １０４ ８９ ７４ ６０ ４５ ３０ １５ １１ １０４ ８９ ７４

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３

　【改正後】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【改正前】

2


